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(57)【要約】
【課題】台紙の巻き取り力の軽減と、あて名ラベルの確
実な貼着を実現する。
【解決手段】封筒を送出手段５０によって搬送路４０に
送り出す。窓孔２１ａはあて名ラベルの貼着位置に定め
られ、貼着位置の真下にはあて名ラベルの供給手段７０
が配される。剥離ローラ７４は搬送された封筒のラベル
貼着面に近接配置され、また、剥離されたあて名ラベル
はラベル貼着面と直交するか、これより封筒の送り出し
側に傾いた状態で送り出される。これで、あて名ラベル
の粘着剤面がラベル貼着面に確実に当たるので、あて名
ラベルの貼着ミスを回避できる。
【選択図】　　　　図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　搬送路上に設けられた封筒の送出手段と、
　上記搬送路の途上にあって、予め設定されたあて名ラベルの貼着位置に穿設された窓孔
と、
　上記窓孔を通して上記搬送路の下面側より上記貼着位置に上記あて名ラベルを送り出す
ラベル供給手段とからなり、
　上記ラベル供給手段は、上記あて名ラベルを台紙より剥離するための剥離ローラを有し
、
　上記剥離ローラより剥離された上記あて名ラベルは、上記封筒のラベル貼着面と直交す
るか、このラベル貼着面に対して封筒送り出し側に傾いた状態で送り出されるようになさ
れた
　ことを特徴とする封筒用ラベル貼着機。
【請求項２】
　上記ラベル供給手段は、さらに上記剥離ローラの台紙進入側に設けられた負荷ローラと
、この負荷ローラに転接する従動ローラとを有し、
　この従動ローラの転接位置によって上記剥離ローラから剥離されるあて名ラベルの送り
出し方向が調整される
ことを特徴とする請求項１記載の封筒用ラベル貼着機。
【請求項３】
　上記剥離ローラは、上記ラベル貼着面の直下の空間内に近接配置された
　ことを特徴とする請求項１記載の封筒用ラベル貼着機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は封筒用ラベル貼着機に関する。詳しくは、剥離したあて名ラベルを封筒に貼
着するに当たり、剥離手段として剥離ローラを使用すると共に、封筒のラベル貼着面に直
交するか、あるいはこのラベル貼着面に対して傾いた状態で送り出されるようにすること
で、あて名ラベルの剥離を容易にすると共に、剥離したあて名ラベルをラベル貼着面まで
確実に送り出せるようにしたものである。
【背景技術】
【０００２】
　ラベルに所定の印字を行うラベルプリンタなどには、ラベルへの印字手段と、ラベル供
給手段が設けられ、印字されたラベルを目的に応じて剥離するか、巻き取る構成が採用さ
れている（例えば、特許文献１）。
【０００３】
　このラベルプリンタはバーコードなどを印字するための装置であって、印字されたラベ
ルを、台紙から剥離しないでそのまま巻き取るか、あるいは台紙から剥離して１枚づつ使
用できるようにしたものである。
【０００４】
　そのため、前カバーの一面側に転向ピンを配し、他面側にガイドローラを配し、ラベル
をそのまま使用するときは、転向ピンを介して巻き取り軸に直に台紙を巻き取るようにし
、ラベルを巻き取るときは、転向ピンおよびガイドローラをそれぞれ介して台紙を巻き取
り軸側で巻き取るように構成されている。したがって転向ピンは、あるときは剥離ピンと
して機能し、あるいときは単なる中間ガイドピンとして機能する。
【０００５】
【特許文献１】実公平６－４２８５８号公報（第４図）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
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　上述した特許文献１に開示された技術のうち、ラベルをそのまま使用するときの構成は
、台紙を巻き取り軸に巻き付けることで、プラテンローラから送り出されたラベルは既に
台紙より剥離され始めており、前カバーに設けられた繰り出し穴を通過したラベルはラベ
ル支持ローラの上面を通過するようになされている。
【０００７】
　そのため、このような構成は、剥離したラベルをさらに別の部材に貼り付けるような場
合には適切な構成とは言い難い。
【０００８】
　それは、まず特許文献１の構成では、剥離したラベルは、前カバーに設けられた繰り出
し穴を通過すればよいので、剥離したラベルの送り出し方向は余り厳密には要求されない
。剥離したラベルを別の部材に貼り付ける場合には、ラベルの送り出し方向が規制されて
いないと、ラベルをこの別部材に正しく貼り付けることができなくなるおそれがある。
【０００９】
　また、ラベルは１枚づつ順次使用されるため、特許文献１では剥離されてからのラベル
送りについては余り考慮されていない。別部材に貼り付けるときには、ラベルを送り出し
てから別部材までに到達する長さができるだけ短い方が好ましいからである。
【００１０】
　さらに、転向ピンを剥離ピンとして使用するようにする場合、この転向ピンは回転式で
はなく、固定されているため、台紙との摩擦が生じ、したがって台紙を巻き取るための巻
き取り力も考慮する必要があるなどの問題を惹起する。
【００１１】
　そこで、この発明はこのような従来の課題を解決したものであって、特に剥離手段とし
て剥離ローラを使用し、これを封筒のラベル貼着面に対して近接配置すると共に、封筒の
ラベル貼着面に直交するか、あるいはこのラベル貼着面に対して傾いた状態で送り出され
るようにすることで、あて名ラベルの剥離を容易にすると共に、剥離したあて名ラベルを
ラベル貼着面まで確実に送り出せるようにした封筒用ラベル貼着機を提案するものである
。
【００１２】
　なお、この封筒用ラベル貼着機を使用した場合には、あて名ラベルの貼着作業を大幅に
改善できる。ダイレクトメールなどのように、大量の封筒に個別のあて名ラベルをそれぞ
れ貼り付けるには、多くの作業時間を費やすからである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上述の課題を解決するため、請求項１に記載したこの発明に係る封筒用ラベル貼着機は
、搬送路上に設けられた封筒の送出手段と、
　上記搬送路の途上にあって、予め設定されたあて名ラベルの貼着位置に穿設された窓孔
と、
　上記窓孔を通して上記搬送路の下面側より上記貼着位置に上記あて名ラベルを送り出す
ラベル供給手段とからなり、
　上記ラベル供給手段は、上記あて名ラベルを台紙より剥離するための剥離ローラを有し
、
　上記剥離ローラより剥離された上記あて名ラベルは、上記封筒のラベル貼着面と直交す
るか、このラベル貼着面に対して封筒送り出し側に傾いた状態で送り出されるようになさ
れたことを特徴とする。
【００１４】
　この封筒用ラベル貼着機は、上面側を開閉できる扁平な台形状の箱体からなる筐体を有
する。筐体内にはあて名ラベルなどを駆動するための駆動機構が設けられている。筐体の
上面側には第１の開閉カバーが回動自在に取り付けられる。第１の開閉カバーを構成する
頂板は封筒の搬送路としても機能する。搬送路の上面側を開閉する第２の開閉カバーが設
けられる。
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【００１５】
　第１の開閉カバーを開けると、筐体内部を全て開放できるので、あて名ラベルが貼着さ
れた台紙を巻き付けたリールの装填作業、交換作業などを行うときにこの第１の開閉カバ
ーが利用される。第２の開閉カバーは搬送路内を点検するようなときに使用される。
【００１６】
　搬送路上には搬送される封筒に対するガイドローラやガイド板が配される。封筒は搬送
路の一方より送り出され、他方から排出される。
【００１７】
　搬送路の途上にあて名ラベルの貼着位置が設定される。搬送路の下面側であって、貼着
位置の下側にはラベルを送り出すための駆動機構として機能するラベル供給手段が配され
る。ラベル供給手段側には、あて名ラベルが貼着された台紙が巻き付けられたリールを有
する。
【００１８】
　リールより送り出された台紙は剥離ローラを経て巻き取りリール軸に装着された紙管に
巻き取られる。
【００１９】
　剥離手段として使用される剥離ローラは、貼着位置のほぼ直下であって、搬送路に近接
した位置に配置される。剥離ローラに台紙が巻き付くことで、台紙からあて名ラベルが剥
離し、剥離したあて名ラベルはその先端部が貼着位置側に設けられた窓孔に向かって送り
出される。窓孔は第１の開閉カバーを構成する頂板の一部に穿設されている。
【００２０】
　この窓孔に近接した頂板の下面側に起立手段が位置し、この起立手段に沿ってあて名ラ
ベルが窓孔側に送り出される。起立手段としては平板状の起立板が使用される。
【００２１】
　起立板によってあて名ラベルの粘着剤面が他の部材に接触することなく貼着位置まで送
り出すことができる。したがって、反りの強いあて名ラベルであっても、あるいは腰の弱
いあて名ラベルであっても、貼着位置まで確実にあて名ラベルを送り出すことができる。
【００２２】
　起立板と対峙する位置にはラベルセンサが配され、起立板の所定位置まで送り出された
あて名ラベルを検知する。このあて名ラベルの検知位置が貼着処理のための初期状態とな
る。
【００２３】
　搬送路内に載置された封筒は、送出手段によって送り出され、封筒のフラップ部が窓孔
を通過した時点に、あて名ラベルの先端が封筒の下面（ラベル貼着面）に到達するように
、封筒の送り出しに同期してあて名ラベルの剥離および送り出しのタイミングが制御され
る。
【００２４】
　剥離手段はローラが使用されているため、台紙との摩擦を軽減できるので、台紙搬送に
要する駆動力が軽減される。あて名ラベルの剥離方向は、封筒のラベル貼着面に対して直
交する方向か、これより封筒送り出し方向に傾ける。傾ける場合、その角度θは１０～１
５°になっている。この送り出し方向と相俟って剥離ローラは封筒のラベル貼着面に対し
て近接した位置であるため、剥離されたあて名ラベルを確実にラベル貼着面に送り出し、
ラベル貼着面にあて名ラベルの粘着剤面を当てることができる。
【００２５】
　あて名ラベルの先端が封筒のラベル貼着面に当たると、あて名ラベルに塗布された粘着
剤によってあて名ラベルがラベル貼着面に貼り付く。あて名ラベルが貼り付いた状態で封
筒はさらに排出手段を構成する一対のローラに挟持されなら排出トレイ側に送り出される
。
【００２６】
　この送り出し動作のとき、あて名ラベルはその全面がラベル貼着面に貼り付き、しかも
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排出用ローラの挟持によって、あて名ラベルと封筒とは互いに押圧された状態で排出され
る。したがってあて名ラベルがラベル貼着面に確実に貼着された状態で、封筒は排出トレ
イ側に排出される。
【００２７】
　この一連の作業によってあて名ラベルの自動貼着処理が完了する。封筒は一通づつ搬送
路に載置してもよければ、自動的に順次送り出すこともできる。後者の場合には、自動封
緘処理機の後にこの封筒用ラベル貼着機を配置し、自動封緘処理された封筒をこの搬送路
に送り込めばよい。
【発明の効果】
【００２８】
　この発明では、あて名が印字されたあて名ラベルを用意し、このあて名ラベルを封筒の
所定位置に自動的に貼着する当たり、あて名ラベルのラベル貼着面に近接して剥離ローラ
を配置し、あて名ラベルの送り出し方向を規制したので、台紙の巻き取り力を余り要せず
台紙を巻き取ることができることに加え、あて名ラベルを確実にラベル貼着面まで送り出
せる。そのため、あて名ラベルの貼着ミスをほぼ確実に回避できる特徴を有する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　続いて、この発明に係る封筒用ラベル貼着機の好ましい実施例を図面を参照して詳細に
説明する。
【００３０】
　この封筒用ラベル貼着機は、あて名が印字されたラベルを自動的に封筒のおもて面（ラ
ベル貼着面）側に貼着する装置であるが、対象となる封筒は、封緘されたものでも、封緘
前のものでも共に適用できる。
【００３１】
　封筒に対する封緘は自動的に処理（封緘処理）されたものであっても、手動によって封
緘されたものであってもよい。前者の場合には自動封緘処理機の後段にこの封筒用ラベル
貼着機が設置され、自動封緘処理機より排出された封筒が自動的にこの封筒用ラベル貼着
機に搬送されて貼着処理が行われる。
【００３２】
　後者の場合には、一通（一葉）ごとに、載置された封筒に対して貼着処理が実行される
。まず、後者の例から説明する。
【実施例１】
【００３３】
　図１は、封筒用ラベル貼着機１０の一例を示す。この封筒用ラベル貼着機１０は、扁平
で、ほぼ台形状をなす箱体からなる筐体（本体）１２を有し、図２に示すように筐体１２
の頂面側と斜面側（図１では左側が斜面となされている）が共に開口され、これら開口を
閉塞するように第１の開閉カバー２０が開閉自在に設けられる。
【００３４】
　第１の開閉カバー２０は、図２のように筐体１２内に設けられた、あて名ラベル用のリ
ール８０を装填したり、リール８０を交換するときに使用される。そのため、第１の開閉
カバー２０を開放すると、筐体１２の頂面側全体が開口された状態となる。この例では、
図１にも示すように第１の開閉カバー２０は斜面板２２の端部側に設けられた支点ｐを中
心として開閉自在に構成される。第１の開閉カバー２０は右側面板１２ｂ側に設けられた
ロック解除レバー９１を操作することで、全開させることができる。
【００３５】
　第１の開閉カバー２０の頂板２１は、図１に示すように封筒１６に対する、あて名ラベ
ル貼着用の搬送路４０としても機能する。封筒１６は周知のようにフラップ部１６ａを有
し、封筒１６の裏面１７ｂ側に折り返された状態で封緘される。その封緘は、封緘用シー
ルを用いたり、糊しろが用いられる。封筒１６のおもて面１７ａがあて名ラベルの貼着面
（ラベル貼着面）となる。
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【００３６】
　封筒１６のサイズや、様式は問わない。この例では、長３形の封筒に適用した場合を示
す。
【００３７】
　搬送路４０を開閉できるように、第１の開閉カバー２０のうち頂板２１に面する部位に
第２の開閉カバー３０が開閉自在に設けられる（図３参照）。したがって第１の開閉カバ
ー２０を開けると、この第１の開閉カバー２０と一体となって第２の開閉カバー３０も移
動する（図２参照）。
【００３８】
　図１に示すように、第２の開閉カバー３０は、搬送路４０を覆うようにほぼコ字状の板
体で構成され、この例では頂板２１の右端側（封筒進入側）に近い左右の折り曲げ片２１
ｂ，２１ｃに回動支点ｑが設けられている。その結果、第２の開閉カバー３０を開けると
図３のように搬送路４０の内部が開放される。
【００３９】
　このようにあて名ラベルが貼着された台紙（何れも後述する）を装填したり、交換した
りするときは第１の開閉カバー２０を使用し、搬送路４０内を点検したり、清掃したりす
るようなときは第２の開閉カバー３０を使用すればよく、それぞれ目的に叶った開閉動作
を実現できる。
【００４０】
　図３に示すように、搬送路４０の途上であって、頂板２１の上面中央部には、この例で
は一対のガイドローラ４１，４２が所定の間隔を隔てて配置される。一対のガイドローラ
４１，４２は搬送路４０に進入した封筒１６をガイドする。
【００４１】
　さらに、頂板２１の上面を一部覆うようにガイド板４３が取り付けられる。このガイド
板４３は平板であって、封筒進入側は封筒の進入を阻害しないように上方に折り曲げられ
ている。そして、先端（封筒退出側）に行くにしたがって頂板２１の板面との対峙間隔が
狭くなるように頂板２１の両折り曲げ片２１ｂ、２１ｃを利用してガイド板４３が取り付
けられる。
【００４２】
　ガイド板４３のうち、一対のガイドローラ４１，４２と対峙する中央部にはこれらロー
ラ４１，４２を回避するための帯状をなす切り欠き部４３ａが設けられている。
【００４３】
　搬送路４０の退出側に近い頂板２１には矩形状の窓孔２１ａが穿設され、この窓孔２１
ａにはその下方から（筐体１２の内部側から）、剥離されたあて名ラベル（後述する）が
送り出されるようになっている。したがって、この窓孔２１ａの形成位置が、あて名ラベ
ルの貼着位置ｘ（図４参照）となり、搬送路４０に送り込まれた封筒１６のラベル貼着面
１７ａに、あて名ラベルが自動的に貼着される。
【００４４】
　上述したガイド板４３の先端部はこの窓孔２１ａの大半が塞がるようにその長さと幅が
それぞれ選定される。
【００４５】
　あて名ラベルが貼着された封筒１６は、図３に示すように排出手段５２側に送り出され
る。排出手段５２は、回転駆動手段が連結された排出ローラ５２ａと、その従動ローラ５
２ｂとで構成される。封筒１６は排出ローラ５２ａと従動ローラ５２ｂによって挟持され
ながら（押圧されながら）排出されるので、あて名ラベルはラベル貼着面１７ａ側にしっ
かりと貼着された状態で排出される。
【００４６】
　そしてこの封筒１６は、斜面板２２を滑り落ちながら排出トレイ（図示はしない）側に
排出される。排出ローラ５２ａに対する従動ローラ５２ｂの対接間隔は封筒１６の厚みに
応じて変化するように設計されている。
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【００４７】
　図２に示すように、筐体１２の一側面板側、図では右側面板１２ｂ側には上述した回転
駆動手段などの駆動機構を収納した収納部１４が設けられ、左側面板１２ｃ側にはあて名
ラベルが貼着された台紙（後述する）の巻き取りリール軸に対する着脱機構（ロック機構
）などを収納した収納部１３が設けられている。
【００４８】
　第１の開閉カバー２０を構成する頂板２１の下面（裏面）側には図２に示すように、あ
て名ラベルの貼着機構部（ラベル供給手段）の一部が配され、筐体１２の内部に配された
残りの貼着機構部との協同によって、封筒１６に対するあて名ラベルの貼着処理が行われ
る。図４を参照して説明する。
【００４９】
　図４は図２の縦断面図である。搬送路４０側から説明する。搬送路４０を構成する頂板
２１側には、この頂板２１の板面より僅かに浮いた状態となるように、一対のガイドロー
ラ４１，４２が配される。これらガイドローラ４１，４２は短軸構成で、したがって進入
した封筒１６の一部の面（裏面１７ｂ）のみが転接する。ガイドローラ４１のさらに右側
であって、封筒進入側には封筒１６に対する送出手段５０が配される。
【００５０】
　送出手段５０は、送り出しローラ５０ａと、これに転接する従動ローラ５０ｂとで構成
され、送り出しローラ５０ａは、頂板２１の面より僅かに突出するように、第１の開閉カ
バー２０を構成する一対の側板２４，２４間に回動自在に軸支される（図４および図２参
照）。
【００５１】
　従動ローラ５０ｂは頂板２１の左右折り曲げ片２１ｂ、２１ｃ（図３参照）の間に回動
自在に軸支されると共に、バネ５１を介して送り出しローラ５０ａ側に転接されている。
このバネ５１の作用で、進入する封筒１６の厚みを吸収している。
【００５２】
　送出手段５０のさらに封筒進入側であって、頂板２１の下面側には、封筒１６の検知セ
ンサ５５が配設される。検知センサ５５は反射式のセンサであって、搬送路４０に対する
封筒１６の載置状態が検知される。この搬送路４０を構成する頂板２１の延長線上には、
さらに載置トレイ５６が進退自在に配される。載置トレイ５６の上に、あて名ラベルを貼
着すべき封筒１６が載置される。
【００５３】
　他方のガイドローラ４２よりも封筒退出側寄りの搬送路４０の位置が、ラベル貼着位置
ｘとなされ、このラベル貼着位置ｘに窓孔２１ａが位置する。そしてこの窓孔２１ａの排
出側寄りの切断端面側に位置して排出手段５２が配置される。
【００５４】
　排出手段５２は、上述したように排出ローラ５２ａと、これに転接する従動ローラ５２
ｂとで構成され、排出ローラ５２ａは一対の側板２４，２４間に回動自在に軸支される。
一方、従動ローラ５２ｂは頂板２１の折り曲げ片２１ｂ，２１ｃの間に回動自在に軸支さ
れると共に、バネ５３によってその転接力が付与される。このバネ５３の作用で排出しよ
うとする封筒１６の厚みを吸収するようにしている。
【００５５】
　頂板２１の上面側に配されたガイド板４３は、送出手段５０の封筒進入側から窓孔２１
ａをほぼ塞ぐ位置までの長さに選定されると共に、その先端は頂板２１の板面よりも僅か
に離れる程度にその配設位置が選定される。
【００５６】
　これで、封筒１６が走行中に頂板２１の板面から浮き上がるのを防止しながら、封筒１
６がその先端（フラップ部１６ａ）側から安定して板面内（搬送路内）を走行できるよう
になっている。
【００５７】
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　続いて、あて名ラベルの供給手段７０について説明する。まず、図６を参照してあて名
ラベルについて説明する。図６のように、あて名ラベル８２には既に他の印字装置（ラベ
ルプリンタ）を用いてあて名が印字されており、印字されたあて名ラベル８２が一定の間
隔で台紙８１の長手方向に沿って所定枚数だけ貼着されたもので、実際には図４に示すよ
うにリール８０に巻回された状態で使用される。この種印字装置としては、実公平６－４
２８５８号公報などが知られている。
【００５８】
　リール８０に台紙８１を巻き付けるとき、あて名ラベル８２が内側となるように巻き付
けられる。あて名ラベル８２の台紙８１側の面には粘着剤が塗布されている。
【００５９】
　図４に示すように、筐体１２の左側には供給リール軸７１が位置し、窓孔２１ａ内を臨
む位置であって、頂板２１の下面に近い位置に剥離ローラ７４が回動自在に配置される。
供給リール軸７１および剥離ローラ７４は、何れも図２に示す筐体１２の側面板１２ｂ、
１２ｃを利用して両側面板１２ｂ、１２ｃ間に軸支される。
【００６０】
　剥離ローラ７４と供給リール軸７１との間には、台紙８１が架張された状態で走行する
ように、台紙８１に対して走行方向とは反対側に負荷（バックテンション）を与えると共
に、台紙８１の剥離ローラ７４に対する進入方向を決める負荷ローラ７３ａが配される。
【００６１】
　実際には、この負荷ローラ７３ａと、これに転接する従動ローラ７３ｂとの協同によっ
て負荷の付与（バックテンションの付与）と、台紙進入方向の規制が行われる。
【００６２】
　負荷ローラ７３ａは一対の側面板１２ｂ、１２ｃ間に差し渡って軸支されるのに対して
、従動ローラ７３ｂは第１の開閉カバー２０側に設けられた一対の側板２４，２４間に差
し渡された状態で軸支される（図２）。従動ローラ７３ｂ側にはバネ８５が取り付けられ
、このバネ８５の付勢力によって負荷ローラ７３ａへの転接力を得ている。従動ローラ７
３ｂはトルクリミッタ７３ｄが設けられており、最適な負荷トルクを負荷ローラ７３ａと
協働して台紙別に与えることができる。バネ８５はほぼＬ字状をなす板体８４に取り付け
られている。
【００６３】
　また、従動ローラ７３ｂの負荷ローラ７３ａへの転接位置によって従動ローラ７３ｂか
ら送り出される台紙８１の方向が決まるので、従動ローラ７３ｂの転接位置を調整するこ
とで、剥離ローラ７４に対する台紙８１の進入方向を規制することができる。
【００６４】
　比較的小径となされた剥離ローラ７４の退出側には巻き取りリール軸７７が配され、こ
の巻き取りリール軸７７と剥離ローラ７４との間の走行路内に駆動ローラ７５ａが配され
る。駆動ローラ７５ａを介して台紙８１に所定の走行力を付与するため、駆動ローラ７５
ａには従動ローラ７５ｂが転接する。
【００６５】
　駆動ローラ７５ａは一対の側面板１２ｂ、１２ｃに差し渡って軸支されているのに対し
、巻き取りリール軸７７は、そのハブのみが左右の側面板１２ｂ、１２ｃ側にそれぞれ取
り付けられている（図１５参照）。詳細は後述する。
【００６６】
　従動ローラ７５ｂは一対の側板２４，２４を利用して軸支されている（図２）。従動ロ
ーラ７５ｂにも所定の転接力を駆動ローラ７５ａ側に付与するためのバネ８６が、頂板２
１の下面側に設けられた取り付け板８７に取り付けられている。巻き取りリール軸７７に
は台紙巻き取り用としてこの例では紙管８９（図１５参照）が装着される。
【００６７】
　取り付け板８７は断面コ字状の板体である。その左側面８７ａ側とＬ字状の板体８４と
の間で、しかも窓孔２１ａ内に臨む空間ｚ下であって、剥離ローラ７４に近接した位置に
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は、起立手段として、この例では平板状の起立板１００が使用され、この起立板１００が
頂板２１と板体８４との間に固定される。そして、この起立板１００と左側面８７ａとの
間の空間ｚが、台紙８１より剥離されたあて名ラベル８２の進入路として確保される。起
立板１００の代わりに所定径のガイド棒などを用いてもよい。
【００６８】
　左側面８７ａの所定位置には反射型のラベルセンサ１０２が配され、このラベルセンサ
１０２と対峙する起立板１００には小さな空孔１００ａが穿設されている。ラベルセンサ
１０２はあて名ラベル８２の進入を検知するセンサである。
【００６９】
　台紙８１は負荷ローラ７３ａを介してラベル剥離手段として機能する剥離ローラ７４側
に進入し、台紙８１が剥離ローラ７４に巻き付くことで台紙８１からあて名ラベル８２が
剥離される。
【００７０】
　剥離されたあて名ラベル８２は台紙８１から離れ、起立板１００の壁面を伝わって空間
ｚ内に至る。空間ｚ内に到達したあて名ラベル８２はやがて空孔１００ａを塞ぐ位置まで
送り出されると、あて名ラベル８２の進入がラベルセンサ０１２によって検知される。
【００７１】
　ここで、図７Ａに示すように剥離ローラ７４によって剥離されたあて名ラベル８２は、
封筒１６のラベル貼着面１７ａ側に到達すると、あて名ラベル８２に塗布された粘着剤に
よってラベル貼着面１７ａにその先端部が貼り付く。貼り付いた後も、あて名ラベル８２
はラベル貼着面１７ａ側に矢印ｂのように送り出されると同時に、封筒１６も矢印ａ方向
に送り出されているから、あて名ラベル８２はその粘着剤が塗布された全面が完全にラベ
ル貼着面１７ａに貼り付く（図７Ｂ）。これであて名ラベル８２が自動的に貼着されたこ
とになる。
【００７２】
　このようにあて名ラベル８２が完全にラベル貼着面１７ａに貼着されるようにするため
、剥離ローラ７４と起立板１００の位置関係と、剥離ローラ７４に対する台紙８１の進入
方向が考慮される。
【００７３】
　あて名ラベル８２は台紙８１の内側に位置するようにリール８０に巻かれているから、
内側（印字面側）に反った状態となっている場合が多い。そのため、図８に示すように剥
離されたあて名ラベル８２が鉛直方向（封筒１６のラベル貼着面１７ａと直交する方向）
か、これよりも若干外側（起立板１００寄り）に向かって剥がす。加えて、剥離後のあて
名ラベル８２が直ぐに起立板１００の板面を伝わって封筒１６側に送り出されるようにす
る。
【００７４】
　そうすれば、剥離されたあて名ラベル８２に多少の反りがあったとしても、起立板１０
０に沿って上昇してラベル貼着面１７ａにその先端が確実に当接するようになり、貼着の
失敗を回避できるからである。
【００７５】
　このように、剥離手段としてローラ（剥離ローラ７４）が使用されているため、台紙８
１との摩擦を軽減でき、台紙巻き取りに要する駆動力を軽減できる。あて名ラベル８２の
剥離方向は、封筒１６のラベル貼着面１７ａに対して直交する方向か、これより封筒送り
出し方向に傾けてある。傾ける場合でもその角度θは１０～１５°程度になっている。
【００７６】
　この送り出し方向と相俟って剥離ローラ７４は封筒１６のラベル貼着面１７ａに対して
近接した位置に配置されているため、剥離されたあて名ラベル８２の先端側を確実にラベ
ル貼着面１７ａに送り出し、このラベル貼着面１７ａにあて名ラベル８２に塗布された粘
着剤面を当てることができるので、貼着ミスをほぼ確実に回避できる。
【００７７】
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　図４の例は、剥離ローラ７４を起立板１００に近接した位置に配置すると共に、あて名
ラベル８２の剥離方向が鉛直方向よりも若干封筒１６の送り出し側（θ≠０）に傾けた場
合を示す。
【００７８】
　続いて、封筒１６の送り出し速度ｖ１と、台紙８１の送り出し速度ｖ２との関係につい
て図９を参照して説明する。
【００７９】
　封筒１６の送り出し速度ｖ１と、台紙８１の送り出し速度ｖ２とが同じ速度であるよう
に、ほぼ同期が取れている場合は特に問題ない。しかし、例えば封筒１６の送り出し速度
ｖ１が台紙８１の送り出し速度ｖ２よりも多少速いときには、図９のようにあて名ラベル
８２が台紙８１より完全に剥離されるスピードより、あて名ラベル８２が封筒１６側に送
り出される方が速くなるため、台紙８１が浮き上がってしまう場合がある。
【００８０】
　台紙８１が浮き上がり、浮き上がった状態を保っているような場合には、ラベルセンサ
１０２によってあて名ラベル８２を正しくセンスできなくなるおそれがある。浮き上がっ
た台紙８１をラベルセンサ１０２が検知してしまうので、台紙８１をあて名ラベル８２と
誤認するおそれがあるからである。
【００８１】
　この台紙浮き上がりを防止するため、負荷ローラ７３ａに転接する従動ローラ７３ｂの
転接力を大きくすることで、負荷ローラ７３ａ側の台紙８１に加える負荷（バックテンシ
ョン）を大きくする。
【００８２】
　こうすれば、封筒１６側から台紙８１を引っ張る力よりも、負荷側の方が大きくなるた
め、封筒１６側の送り出し速度ｖ１が速い場合でも、台紙８１が弛んで剥離ローラ７４か
ら浮いてしまうようなことがない。つまり台紙８１の浮き上がりを防止できる。負荷ロー
ラ７３ａに与えるバネ８５とトルクリミッタ７３ｄを設けた従動ローラ７３ｂにより封筒
１６へのトルクは一定に保たれている。
【００８３】
　あるいは、台紙８１の送り出し速度を封筒１６の送り出し速度ｖ１に近づくように調整
する。例えば、後述するステッピングモータ６４の駆動開始タイミングを多少速くすれば
、その目的を達成できる。
【００８４】
　台紙８１に加わる負荷（バックテンション）を調整する代わりに、台紙８１の浮き上が
りを検出し、台紙８１が浮き上がったときは、浮き上がった分（ほぼ一定）に相当する分
だけ負荷ローラ７３ａに新たにモータを設けて、そのモータを逆転駆動することでもよい
。
【００８５】
　台紙８１があて名ラベル８２の剥離と共に浮き上がると、即座にラベルセンサ１０２の
光路が遮断されるため、あて名ラベル８２を検出したのと同じ結果となる。あて名ラベル
８２が剥離してから台紙８１が浮き上がるまでの検出時間は、あて名ラベル８２がなくな
って次のあて名ラベル８２が正常に検出されるまでの時間よりも遙かに短い。この検出時
間の長短を判断することで台紙８１の浮き上がりを検知できる。
【００８６】
　ラベル供給手段７０として上述したようにラベル剥離手段として比較的小径の剥離ロー
ラ７４を使用することで、あて名ラベル８２の面を傷めることなく、台紙８１から簡単に
あて名ラベル８２を剥離することができる。しかも、ローラ式の剥離手段であるため、台
紙８１の巻き取り時に要する力も少なくて済む。
【００８７】
　さらには剥離ローラ７４に進入する台紙８１の進入方向を負荷ローラ７３ａによって規
制したため、剥離したあて名ラベル８２をその粘着剤面を他部に触れさせることなく、封
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筒１６直下まで送り出すことができる。
【００８８】
　あて名ラベル８２に多少の反りがあっても、あるいは腰の弱いラベルであっても、殆ど
問題なくラベル貼着面１７ａまで、あて名ラベル８２を他の部材に接触することなく送り
出すことができる。これによって、あて名ラベル８２の貼着ミスを大幅に改善できる。
【００８９】
　図５はラベル供給手段７０等に対する駆動源を示す。
まず、送出手段５０には送り出しモータ６１が設けられ、その回転軸に取り付けられたギ
ア６１ａが中間ギア６１ｂを介して送り出しローラ５０ａに伝達される。
【００９０】
　排出手段５２側にも排出モータ６２が設けられ、その回転軸に取り付けられたギア６２
ａが中間ギア６２ｂを介して排出ローラ５２ａに伝達される。送り出しモータ６１も、排
出モータ６２も共にＤＣモータが使用されている場合を示す。
【００９１】
　一方、ラベル供給手段７０においては、駆動手段６４としてステッピングモータが使用
される。このステッピングモータ６４の回転軸に取り付けられたギア６４ａが中間ギア６
５ａを介して駆動ローラ７５ａに設けられた伝達ギア６５ｂに伝達される。
【００９２】
　駆動ローラ７５ａには伝達ギア６５ｃが取り付けられ、この伝達ギア６５ｃの回転力が
中間ギア６５ｄを介して巻き取りリール軸７７に設けられた伝達ギア６５ｅに伝達される
。
【００９３】
　このように１つのステッピングモータ６４を利用してその間欠的な回転力が駆動ローラ
７５ａと巻き取りリール軸７７の双方に伝わるので、駆動ローラ７５ａの台紙８１の送り
出しと、巻き取りリール軸７７での台紙巻き取りが同期して行なわれることになる。
【００９４】
　上述のように第１の開閉カバー２０を構成する頂板２１の上下面側を利用して、封筒１
６を搬送するためのラベル貼着部を含めた搬送機構が配置されており、そして筐体１２の
内部には、供給リール軸７１、負荷ローラ７３ａ、剥離ローラ７４，駆動ローラ７５ａお
よび巻き取りリール軸７７が配置された構成となされ、また一方で、第１の開閉カバー２
０側にはその下面側に、負荷ローラ７３ａに対する従動ローラ７３ｂ，駆動ローラ７５ａ
に対する従動ローラ７５ｂが配置された構成となされている。
【００９５】
　これらの構成によって、第１の開閉カバー２０を開放すれば、従動ローラ７３ｂなどに
邪魔されることなく、あて名ラベル８２に対するリール８０の装填作業、台紙８１を紙管
８９まで巻回する作業およびリール８０の交換作業をスムーズに行うことができる。
【００９６】
　図２および図３に示すように第２の開閉カバー３０にはスイッチ作用片３１が設けられ
、この作用片３１の先端部が収納部１３のスリット１３ａを通過して、図１０に示す収納
部１３内に取り付けられたカバー検知スイッチ１１０と対峙するように構成されている。
【００９７】
　第２の開閉カバー３０が閉じた状態にあるときは、カバー検知スイッチ１１０に作用片
３１が当接しており、これを開けると図１１のように非当接状態となるから、このカバー
検知スイッチ１１０によって第２の開閉カバー３０の開閉状態を検知できる。
【００９８】
　さらに、第１の開閉カバー２０を開くと、第２の開閉カバー３０も同時に移動するので
、カバー検知スイッチ１１０を第１の開閉カバー２０に対する開閉検知手段としても兼用
できる。
【００９９】
　続いて、図１２以下を参照して第１の開閉カバー２０に対するロック機構９０について
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説明する。
【０１００】
　図２に示すように一方の側面板１２ｂ側であって、封筒進入側には上方に突出したロッ
ク解除レバー９１が位置する。図１２に示すようにロック解除レバー９１は操作し易いよ
うにＬ字状に折り曲げられており、このロック解除レバー９１に連なるロック板９２は支
点９２ａを中心に回動できるように側面板１２ｂに取り付けられている。ロック板９２は
常時反時計方向に付勢されるようにバネ９３が支点９２ａに介在される。
【０１０１】
　ロック板９２の一側端面この例では、左側端面側の所定位置にはコ字状の係合溝９４が
形成され、この係合溝９４に係合する位置に係合ピン９５が植立されている。
【０１０２】
　一方、第１の開閉カバー２０の支点ｐ側には第１の開閉カバー２０を反時計方向に付勢
するためのバネ２３が支点ｐとの間に介在されている。
【０１０３】
　図１３のようにロック解除レバー９１を時計方向に押し込むと、ロック板９２の係合ピ
ン９５に対する係合が解除され、第１の開閉カバー２０は反時計方向に開き（図１４参照
）、筐体１２の頂面側を全て開放することができる。
【０１０４】
　図１５以下を参照して、台紙８１を巻き取る紙管８９の着脱について説明する。筐体１
２の左右側面板１２ｂ、１２ｃ間に紙管８９が装着される。そのため、一方の側面板１２
ｂ側には巻き取りリール軸７７として機能する第１のハブ７７ａが筐体１２内に所定長だ
け突出するように取り付け固定される。
【０１０５】
　これに対しこのハブ７７ａと対峙する他方の側面板１２ｃ側には進退自在に第２のハブ
７７ｂが取り付けられる。第２のハブ７７ｂの進退は収納部１３の側面に設けられた窓孔
１３ｂ内に配された操作レバー１２１によって行われる。
【０１０６】
　ほぼＵ字状をなすこの操作レバー１２１は支点１２１ａを中心にして回動自在に取り付
けられ、操作レバー１２１の作用片１２７によって第２のハブ７７ｂに対する軸方向への
進退操作がなされる。
【０１０７】
　第２のハブ７７ｂは通常の使用状態では紙管８９と連結させておくため、図１７にも示
すように、第２のハブ７７ｂの周面と、収納部１３側に固定された固定ピン１２８との間
にはバネ１２５が介挿されている。
【０１０８】
　一方、第２のハブ７７ｂの基部側には係止ピン１２６が固定され、この係止ピン１２６
に作用片１２７が当接するようにそれぞれの取り付け位置関係が定められている。
【０１０９】
　図１５は一対のハブ７７ａ、７７ｂからなる巻き取りリール軸７７に紙管８９が装着さ
れた状態を示す。紙管８９の両端内面側を一対のハブ７７ａ、７７ｂに装着することで、
紙管８９が係合固定される。
【０１１０】
　この状態のとき、操作レバー１２１を矢印ｓ方向に押すと、係止ピン１２６を左方向に
押圧するので、その力でバネ１２５が縮む。バネ１２５の縮みと同時に第２のハブ７７ｂ
が図１６図示のように左方向に移動する。この移動によって紙管８９の右端部側は第１の
ハブ７７ｂとの係合が解除される。その結果、紙管８９を実線図示のように第１、第２の
ハブ７７ａ、７７ｂから外すことができる。紙管８９の交換は第１の開閉カバー２０を開
けた状態で行われることは言うまでもない。
【０１１１】
　図１８は、封筒用ラベル貼着機１０の制御系の一例を示すブロック図である。この封筒
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用ラベル貼着機１０には装置全体の制御を司る制御部（ＣＰＵで構成される）１３０を有
する。
【０１１２】
　制御部１３０には、上述した各種センサの出力が供給される。封筒１６の検知センサ５
５からの検知出力と、排出用の検知センサ５７（図３参照）からの検知出力がそれぞれ供
給され、さらにはラベルセンサ１０２からは、あて名ラベル８２の到達状態を示す検出出
力が供給される。
【０１１３】
　またカバー検知スイッチ１１０からの検知出力も供給される。それらの検知出力に基づ
いて制御部１３０からは対応する送り出しモータ６１，排出モータ６２などに駆動信号が
供給される。
【０１１４】
　さらに制御部１３０にはステッピングモータ６４が接続されており、その駆動開始タイ
ミングを調整するための調整ボリューム１３２に関連した制御出力が制御部１３０に供給
される。
【０１１５】
　この調整ボリューム１３２は図２に示すようにこの例では収納部１３の側面側に取り付
けられた摘み１３３の回動量に基づいて制御される。封筒１６の厚みに応じてステッピン
グモータ６４の駆動開始タイミングを調整することで、封筒１６の厚みに拘わらずあて名
ラベル８２の貼着位置をほぼ一定にすることができる。
【０１１６】
　制御部１３０には、電源スイッチＳＷ（図３）からの信号が供給される他、ＬＥＤなど
の表示素子１３５（図３）がそれぞれ接続される。第１または第２の開閉カバー２０，３
０の開閉状態がこの表示素子１３５で表示されると共に、台紙８１の交換などを知らせる
ための表示用として使用される。第１または第２の開閉カバー２０または３０が開いてい
るときは、表示素子１３５を点灯して開閉状態を表示する。また、貼着すべきあて名ラベ
ル８２が空となったようなときで、台紙交換を促すときに表示素子１３５が点灯する。
【０１１７】
　続いて、上述した封筒用ラベル貼着機１０におけるラベル貼着動作を図１９および図２
０を参照して説明する。
【０１１８】
　図１９は、台紙８１の装填からラベル貼着処理までを示すタイミングチャートである。
台紙８１を筐体１２内に装填し、第１の開閉カバー２０を閉じてから、電源スイッチＳＷ
をオンすると（時点ｔ１）、所定の時間ｔａ経過後の時点ｔ２にステッピングモータ６４
が駆動される（図１９Ａ，Ｂ）。
【０１１９】
　ステッピングモータ６４が駆動されると、駆動ローラ７５ａと巻き取りリール軸７７の
双方が同期して回転駆動されるため、台紙８１の送り出しが行われる。その結果、台紙８
１に貼着されたあて名ラベル８２が剥離ローラ７４まで送り出されるから、この剥離ロー
ラ７４によってあて名ラベル８２が台紙８１より剥離される。
【０１２０】
　剥離されたあて名ラベル８２は、起立板１００の板面に沿いながら空間ｚ内に送り出さ
れる。そして、あて名ラベル８２が空孔１００ａを通過し、空孔１００ａを塞ぐと（時点
ｔ３）、ラベルセンサ１０２がこの閉塞状態を検知し、ステッピングモータ６４の駆動が
停止する（図１９Ｂ，Ｃ）。したがってステッピングモータ６４はあて名ラベル８２を検
出するまでの期間ｔｓだけ駆動されることになる。この状態が待機状態である。
【０１２１】
　ステッピングモータ６４の駆動が停止すると同時に、この例では送り出しモータ６１が
駆動され（図１９Ｅ）、封筒１６の送り出しモードに遷移する。
【０１２２】
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　その後所定のタイミングで、封筒１６を載置トレイ５６に載置する（時点ｔ４）。この
とき送出手段５０を構成する送り出しローラ５０ａによって封筒１６のフラップ部１６ａ
が食い込むような位置にセットされるものとする。
【０１２３】
　封筒１６を載置トレイ５６に載置すると同時に、この載置状態が検知センサ５５によっ
て検知される（図１９Ｄ，時点ｔ４）。封筒１６の載置状態が検知されると、この例では
排出モータ６２の駆動が開始され、封筒１６を排出できる待機状態となる（図１９Ｆ）。
【０１２４】
　封筒１６がセットされた時点ｔ４では、直ちに封筒１６が送出手段５０による送り出し
が開始される。封筒１６は一対のガイドローラ４１，４２およびガイド板４３によってそ
の搬送方向（走行方向）を規制されながら、頂板２１の板面に沿って貼着位置ｘ方向に送
り出される。
【０１２５】
　送り出し開始時点ｔ４より所定の時間が経過すると封筒１６が貼着位置ｘまで到達する
。この到達時間にはあて名ラベル８２も貼着位置ｘまで送り出されていなければならない
ので、封筒１６の貼着位置ｘへの到達時間と、あて名ラベル８２の送り出し量から、ステ
ッピングモータ６４に対する駆動開始タイミングが設定される。
【０１２６】
　この例では、図１９Ｂに示すように、封筒検知タイミングより所定時間（ｔｂ）遅れた
時点ｔ５に、ステッピングモータ６４を駆動することで、あて名ラベル８２が貼着位置ｘ
に到達するようなタイミング関係となっている（図７Ａ参照）。
【０１２７】
　これらのタイミング関係は、封筒１６の搬送路４０内の走行速度や、ステッピングモー
タ６４の速度などを総合的に勘案して設定される。最終的には、摘み１３３によってステ
ッピングモータ６４の駆動開始タイミングが微調整される。
【０１２８】
　貼着位置ｘまで封筒１６が送り出されるタイミングになると、封筒１６のフラップ部１
６ａは排出ローラ５２ａ側まで到達しているので、封筒１６に対する送り出しは排出ロー
ラ５２ａによって行われる。
【０１２９】
　貼着位置ｘまで封筒１６が送り出された時点ｔ６では、ラベル貼着面１７ａ側にはあて
名ラベル８２の先端も到達しているので、あて名ラベル８２をさらに送り出すことによっ
て、あて名ラベル８２の先端部から徐徐に貼着され始め、やがてはラベル貼着面１７ａに
あて名ラベル８２の全面が貼着される。したがってあて名ラベル８２の貼着が終了した時
点ｔ７までの期間ｔｃが貼着時間となる。
【０１３０】
　あて名ラベル８２の貼着が完了する時点ｔ７になると、あて名ラベル８２の後端部が空
孔１００ａから完全に外れるので、この時点ｔ７になるとラベルセンサ１０２の検知出力
はゼロとなる。そのため、次のあて名ラベル８２が送り出されて検出されるまでステッピ
ングモータ６４はさらにその駆動が継続され、あて名ラベル８２が検出された時点ｔ９で
停止する（図１９Ｂ，Ｃ）。
【０１３１】
　なお、検知センサ５５は封筒１６の先端から末端までを検知することになるが、この例
では封筒１６の送り出しが排出ローラ５２ａに引き継がれた後の、あて名ラベル８２の貼
着が終了した時点ｔ７に、封筒１６の末端が検知されるようなタイミング関係に選定され
ている。
【０１３２】
　つまり貼着開始時点ｔ６から貼着完了時点ｔ７までは、送出手段５０と排出手段５２の
双方の力で封筒１６が送り出されていることになる。したがって、送出手段５０か、排出
手段５２かの何れかが封筒１６を挟み込んだ状態となっているため、封筒１６の送り出し
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ができなくなる（排出できなくなる）ことはない。
【０１３３】
　そのようなことを考慮して、この例では検知センサ５５から排出手段５２までの長さが
、封筒１６の長さにほぼ等しくなっている。
【０１３４】
　封筒１６の排出完了は、排出手段５２に関連して設けられた排出用の検知センサ５７（
図３参照）によって検知され、その検知出力（図１９Ｇ）が得られると排出モータ６２の
駆動が停止する。その結果、この検知時点ｔ１０からは次の封筒１６に対する貼着処理の
待機状態となる。
【０１３５】
　図１９の例では、電源スイッチＳＷが投入され、最初にあて名ラベル８２が検知された
時点から送り出しモータ６１が継続して駆動されるようになされているが、封筒１６の末
端を検知したタイミングに合わせてその駆動を停止するように制御してもよい。
【０１３６】
　図２０はリール交換時におけるタイミングチャート例を示す。
最後のあて名ラベル８２が使用されると、これ以上台紙８１を巻き取ってもあて名ラベル
８２を検知することはできない。そのため、あて名ラベル８２を検知できなくなってから
所定時間ｔｘが経過すると、表示素子１３５が点灯し、リール交換を促す（図２０Ｂ，Ｃ
、時点ｔ１，ｔ２）。
【０１３７】
　第１の開閉カバー２０を開くと、カバー検知スイッチ１１０がこれを検知して検知出力
が反転（オフ）するので、この検知出力がオフの間は駆動系の全てが駆動禁止状態に制御
され、そして表示素子１３５が点灯する。
【０１３８】
　リール８０の交換が済み、第１の開閉カバー２０が閉じられたことがカバー検知スイッ
チ１１０によって検知されると（時点ｔ４）、表示素子１３５は消灯状態に制御されると
共に、ステッピングモータ６４の駆動が始まる（図２０Ｄ，Ｃ，Ａ）。ステッピングモー
タ６４を駆動して台紙８１の送り出しを行い、剥離ローラ７４によってあて名ラベル８２
を剥離すると共に、剥離したあて名ラベル８２が空孔１００ａまで到達すると、このあて
名ラベル８２をラベルセンサ１０２が検知するので、この検知時点ｔ５になると、あて名
ラベル８２の貼着待機状態となる。以後は図１９の説明と同じであるので、割愛する。
【０１３９】
　このように封緘前若しくは封緘後の封筒１６のラベル貼着面１７ａに、あて名を印字し
たあて名ラベル８２を自動的に貼着して排出することができるので、大量にラベル貼りを
行うような場合、ラベル貼着のための作業時間を短縮して、作業性を大幅に改善すること
ができるから、同一内容の封筒１６のラベル貼りに適用して好適である。
【０１４０】
　上述の例では、封筒１６のサイズとして長方形のものを例示したが、搬送路４０の幅を
可変できるようにすれば、サイズの異なる封筒でも取り扱うことができる。この場合搬送
路４０のセンタを中心にして封筒１６の幅を調整できるスライド１４０（図１５，１６参
照）を頂板２１に関連して設ければ、封筒１６の送り出し方向のセンタ出しを簡単に行う
ことができる。
【実施例２】
【０１４１】
　自動封緘機を使用して封緘処理された封筒にあて名ラベルを貼着する場合を、実施例２
として説明する。
【０１４２】
　図２１にその一例を示す。封筒１６の進入側に自動封緘機（図示はしない）が置かれ、
この自動封緘機より排出された封筒が搬送路４０を構成する頂板２１側に送り込まれる。
したがってこの場合には自動封緘機の排出トレイ側に排出された封筒を直ちに搬送路に導



(16) JP 2010-13108 A 2010.1.21

10

20

30

40

50

くことができるので、図２に示したような載置トレイは特に必要ない。
【０１４３】
　実施例２における封筒用ラベル貼着機２００は、実施例１に示した封筒用ラベル貼着機
１０とその基本構成は同じである。搬送路系を僅かに変更することで適用できる。
【０１４４】
　さて、自動封緘機側からはある程度の速さで封筒１６が排出されてくるので、図２１に
示すように封筒１６を搬送路４０内に送り出すための送出手段５０は特に設ける必要がな
い。
【０１４５】
　封筒１６の検知センサ１５５は図２の検知センサ５５の位置に置くこともできれば、図
２１に示すように第１のガイドローラ４１の直下（下面）側に設置することもできる。直
下に配置する場合、検知センサ１５５としては例えば機械式のセンサスイッチを使用する
ことができる。通過する封筒１６の重みで検知センサ１５５の作用桿が押されて検知スイ
ッチがオンするような機構のスイッチを利用できる。
【０１４６】
　その他の構成は実施例１において説明した構成と同じであるので、その詳細な説明は割
愛する。
【０１４７】
　図２１に示す封筒用ラベル貼着機２００もあて名ラベル８２の貼着動作は同じであるが
、自動封緘機側より送り出される封筒１６の速さは、比較的速いので、検知センサ１５５
で封筒１６の到来を検知したときには直ちにステッピングモータ６４を駆動して、封筒１
６が貼着位置ｘまで搬送されたときには、あて名ラベル８２もラベル貼着面１７ａまで送
り出されているようにステッピングモータ６４が調整されているものとする。
【実施例３】
【０１４８】
　実施例３に示す封筒用ラベル貼着機２００は、実施例２の変形例であって、封筒１６の
送り出し速度を検出できる構成となっている。
自動封緘機の後方機としてこの封筒用ラベル貼着機２００を使用する場合、自動封緘機か
らは厚みの厚いものから薄いものまで、多用な封筒が排出されてくる。厚い封筒の場合と
、薄い封筒（通常の厚みの封筒）の場合とでは、搬送路４０内を搬送される速さは、前者
の方が後者に比べて遅くなる。
【０１４９】
　一方、検知センサ１５５の封筒通過を検知することでステッピングモータ６４の駆動が
スタートするので、封筒１６の厚みを考慮しないであて名ラベル８２の貼着処理を行うと
、ラベル貼着面１７ａに対するあて名ラベル８２の貼着位置にばらつきが発生する。
【０１５０】
　そこで、実施例３では図２２に示す搬送路４０の一部に所定の間隔を隔てて一対の検知
センサ１５５Ａと１５５Ｂを配して、封筒１６の通過速度を検知する。この通過速度に応
じてステッピングモータ６４に対する駆動開始タイミングが自動的に調整される。
【０１５１】
　例えば、先行する検知センサ１５５Ａでの検知出力（図２３Ａ）に対し、後行する検知
センサ１５５Ｂは、厚みの厚い封筒１６のときは図２３Ｂのように所定時間ｔｎ１を経過
した時点で検知出力が得られる。これに対して、厚みの薄い通常の封筒１６の場合には図
２３Ｃのように所定時間ｔｎ２（ｔｎ１＞ｔｎ２）を経過した時点で検知出力が得られる
。この時間差（｜ｔｎ１－ｔｎ２｜）に応じてステッピングモータ６４のスタートタイミ
ングを調整すれば、常にラベル貼着面１７ａの一定の位置にあて名ラベル８２を貼着でき
る。
【産業上の利用可能性】
【０１５２】
　この発明は、自動封緘機などで自動封緘された封筒に対して自動的にあて名ラベルを貼
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着する自動処理機に適用できる。
【図面の簡単な説明】
【０１５３】
【図１】この発明に係る封筒用ラベル貼着機の一例を示す斜視図である。
【図２】第１の開閉カバーを開いた状態の斜視図である。
【図３】第２の開閉カバーを開いた状態の斜視図である。
【図４】封筒用ラベル貼着機における要部の縦断面図である。
【図５】駆動系を加味した図４と同様な要部の縦断面図である。
【図６】台紙とあて名ラベルとの関係を示す図である。
【図７】封筒へのあて名ラベルの貼着状態を示す工程図である。
【図８】剥離ローラにおける台紙の進入方向と剥離されたあて名ラベルとの関係を示す図
である。
【図９】台紙の浮き上がり状態を説明するための図である。
【図１０】第２の開閉カバーが閉じた状態にあるときの正面図である。
【図１１】第２の開閉カバーが開いた状態にあるときの正面図である。
【図１２】第１の開閉カバーに対するロック機構がロック状態にあるときの一例を示す図
４と同様な縦断面図である。
【図１３】第１の開閉カバーに対するロック解除状態にあるときの一例を示す図１２と同
様な縦断面図である。
【図１４】第１の開閉カバーが開いた状態にあるときの正面図である。
【図１５】巻き取りリール軸と紙管との管径を示す要部断面図である。
【図１６】紙管を取り外すときの操作状態を示す図１５と同様な要部断面図である。
【図１７】紙管のロック機構を示す要部断面図である。
【図１８】封筒用ラベル貼着機の制御系を示す要部ブロック図である。
【図１９】その動作説明に供するタイミングチャート図である（その１）。
【図２０】その動作説明に供するタイミングチャート図である（その２）。
【図２１】実施例２として説明する封筒用ラベル貼着機の一例を示す要部縦断面図である
。
【図２２】実施例２の他の例を示す要部縦断面図である。
【図２３】その動作説明に供するタイミングチャート図である。
【符号の説明】
【０１５４】
１０，２００・・・封筒用ラベル貼着機
１２・・・筐体
１６・・・封筒
１７ａ・・・ラベル貼着面
２０・・・第１の開閉カバー
２１・・・頂板
３０・・・第２の開閉カバー
４０・・・搬送路
５０・・・送出手段
５２・・・排出手段
５５・・・封筒の検知センサ
５７・・・封筒の排出センサ
６４・・・ステッピングモータ
７１・・・供給リール軸
７３ａ・・・負荷ローラ
７４・・・剥離ローラ
７５ａ・・・駆動ローラ
７７・・・巻き取りリール軸
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８０・・・リール
８１・・・台紙
８２・・・あて名ラベル
１００・・・起立板
１００ａ・・・空孔
１０２・・・ラベルセンサ
ｘ・・・・・あて名ラベルの貼着位置

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】

【図７】
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【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】
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【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】

【図１９】 【図２０】

【図２１】
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【図２２】
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